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ド
イ
ツ
不
動
産
登
記
法
の
改
正
に
つ
い
て
―
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
導
入
を
中
心
に
―

小

西

飛

鳥

一

は
じ
め
に

二
〇
〇
九
年
八
月
一
一
日
の
不
動
産
登
記
手
続
き
に
お
け
る
電
子
法
取
引
及
び
電
子
記
録
の
導
入
並
び
に
不
動
産
登
記
、
商
業
登
記
及

び
費
用
法
規
定
の
新
た
な
変
更
の
た
め
の
法
律
（
Ｅ
Ｒ
Ｖ
Ｇ
Ｂ
Ｇ（
１
））
第
一
条
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
不
動
産
登
記
法
（G

rundbuchordnung

以
下
で
は
Ｇ
Ｂ
Ｏ
と
記
す
）
に
第
八
章
が
追
加
さ
れ
た
。
こ
こ
に
追
加
さ
れ
た
諸
規
定
に
よ
り
、
電
子
法
取
引
（R

echtsverkehr

）
の
具

体
化
で
あ
る
、
電
子
申
請
、
い
わ
ゆ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
導
入
に
つ
い
て
、
法
的
根
拠
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

今
回
の
法
改
正
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
電
子
法
取
引
の
概
要
に
つ
い
て
、
以
下
で
紹
介
し
た
い
。
ま
ず
、
登
記
申
請
の
法
的
意
味
に
つ
い

て
、
実
体
法
上
の
要
件
も
含
め
て
整
理
し
た
後
、
従
来
の
紙
媒
体
に
よ
る
申
請
を
概
観
し
た
上
で
、
電
子
申
請
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に

一

は
じ
め
に

二

物
権
変
動
の
要
件
及
び
登
記
申
請
の
基
本
構
造

三

従
来
の
紙
媒
体
に
よ
る
申
請

四

電
子
申
請

五

電
子
申
請
の
採
用
時
期

六

お
わ
り
に
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す
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
不
動
産
登
記
法
の
う
ち
、
本
稿
に
関
連
す
る
条
文
に
つ
い
て
は
、
参
考
資
料
と
し
て
末
尾
に
載
せ
て
あ
る
の
で
参

照
さ
れ
た
い
。

二

物
権
変
動
の
要
件
及
び
登
記
申
請
の
基
本
構
造

（
一
）
権
利
変
動
の
実
体
法
上
の
要
件
及
び
手
続
法
上
の
要
件
―
原
則

ま
ず
、
実
体
法
上
の
要
件
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
法
律
行
為
に
よ
っ
て
、
不
動
産
の
所
有
権
の
移
転
、
ま
た
は
物
権
の
設
定
な
ら
び
に

設
定
さ
れ
た
物
権
の
移
転
も
し
く
は
法
律
上
の
権
利
の
設
定
の
た
め
に
は
、
権
利
者
と
相
手
方
と
の
権
利
変
動
に
つ
い
て
の
物
権
的
合
意

（E
inigung

）
と
そ
の
登
記
が
必
要
で
あ
る
（
ド
イ
ツ
民
法
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
第
八
七
三
条
一
項
、
第
八
七
七
条（
２
））。
物
権
的
合
意
は
権
利
変

動
の
効
力
要
件
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
登
記
の
正
当
性
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
登
記
申
請
の
際
、
物
権
的
合
意
が
有
効
に
成
立

し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
権
的
合
意
は
原
則
と
し
て
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
グ（A

uflassung

Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
九
二
五
条
）
の
場
合
を
除
き
、
無
方
式
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
存
否
ま
た
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
後
に
紛
争

や
疑
い
が
生
じ
る
の
を
防
止
し
、
か
つ
登
記
官
に
よ
る
物
権
的
合
意
に
関
す
る
事
後
審
査
の
困
難
を
回
避
す
る
た
め
、
形
式
法
上
、
物
権

的
合
意
に
代
え
て
、
登
記
義
務
者
の
片
面
的
な
意
思
表
示
で
あ
る
登
記
許
諾（B

ew
illigung

）を
提
出
さ
せ
る
原
則
を
採
用
し
て
い
る（
Ｇ

Ｂ
Ｏ
第
一
九
条
・
形
式
的
合
意
主
義
の
原
則（
３
））。
つ
ま
り
、
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
九
条
の
形
式
的
合
意
主
義
の
規
定
は
、
登
記
事
件
処
理
の
簡
素

化
を
目
的
と
し
て
い
る
。
登
記
許
諾
の
提
出
が
あ
れ
ば
、
権
利
変
動
の
た
め
に
必
要
な
実
体
法
上
の
要
件
で
あ
る
物
権
的
合
意
が
存
在
す

る
か
否
か
は
、
登
記
所
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
例
外

Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
二
〇
条（
４
））。
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（
二
）
権
利
変
動
の
実
体
法
上
の
要
件
及
び
手
続
法
上
の
要
件
―
例
外

二
（
一
）
で
述
べ
た
原
則
に
対
し
て
、
不
動
産
の
所
有
権
と
、
不
動
産
の
所
有
権

と
類
似
的
な
性
質
を
有
す
る
地
上
権
に
つ
い
て
は
、
異
な
る
扱
い
が
さ
れ
る
。
こ
れ

は
、
そ
れ
ら
の
権
利
が
他
の
不
動
産
物
権
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
実
際
の
権
利
状
態
と
登
記
と
に
齟
齬
が
生
じ
る
と
、
そ
の
法
的
な
影
響
は
極
め

て
大
き
く
、
か
つ
そ
の
範
囲
も
よ
り
広
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
そ
れ
だ
け
で

な
く
、
所
有
権
と
地
上
権
は
公
法
上
の
義
務
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
登

記
と
実
際
の
権
利
状
態
と
の
一
致
に
つ
い
て
は
特
別
な
利
害
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
不
動
産
登
記
法
で
も
、
所
有
権
移
転
お
よ
び
共
有
持
分
の
移
転
の
た
め

に
は
特
別
な
方
式
を
必
要
と
す
る
物
権
的
合
意
（
こ
の
所
有
権
譲
渡
に
関
す
る
特
別

要
式
合
意
の
こ
と
を
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
グ
と
呼
ん
で
い
る
）
が
証
明
さ
れ
、
ま
た
地

上
権
の
設
定
、
内
容
の
変
更
及
び
移
転
（
地
上
権
法
（G

esetz
über

das

E
rbbaurecht

）
第
一
条
、
第
一
一
条
一
項
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
八
七
三
条
、
第
八
七
七
条
）

に
つ
い
て
も
、
登
記
許
諾
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
権
利
者
と
相
手
方
と
の
物
権

的
合
意
が
証
明
さ
れ
た
場
合
に
だ
け
、登
記
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
原
則（
実

質
的
合
意
主
義
の
原
則
）
を
採
用
し
て
い
る（
５
）。
実
体
法
上
の
要
件
と
手
続
法
上
の
要

件
を
ま
と
め
た
の
が
表
１
で
あ
る
。

適用条文

BGB第９２５条、地上
権法第１条、第１１条
１項、第８７３条１項、
第８７７条
GBO第１３条、第２０
条

所有権の移転、地上権の設
定、内容の変更および移転
アウフラッスングまたは物
権的合意及び登記

物権的合意の証明及び申請
意思

アウフラッスングまたは物
権的合意を称する書面の中
に登記許諾および登記申請
意思を併記

適用条文

BGB第８７３
条１項、第
８７７条

GBO 第１３
条、第１９
条

権利変動の
要件（原則）
物権的合意
及び登記

登記許諾及
び申請意思

登記許諾書
の中に、登
記申請意思
も併記

実体法

形式法

混合式

［表１］実体法上の要件と手続法上の要件
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（
三
）
登
記
申
請
の
基
本
構
造

（
ａ
）
登
記
申
請
主
義
の
原
則

登
記
の
申
請
は
、
登
記
所
に
対
し
て
一
定
の
登
記
を
実
行
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
公
法
上
の
手
続
行
為
で
あ
る
。
権
利
変
動
の
登
記

ま
た
は
訂
正
の
た
め
の
登
記
は
い
ず
れ
も
私
権
の
保
護
を
目
的
と
し
、
か
つ
関
係
者
の
私
的
利
害
関
係
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
登
記
は
関
係
者
の
申
請
に
基
づ
い
て
の
み
な
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
（
登
記
申
請
主
義
の
原
則
・
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
三
条
一
項
一

文
）。
こ
の
登
記
申
請
主
義
の
原
則
の
例
外
が
、
職
権
に
よ
る
登
記
で
あ
る
。
職
権
に
よ
る
登
記
は
特
別
な
規
定
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て

許
さ
れ
る（
６
）。

（
ｂ
）
登
記
申
請
権
限
と
申
請
代
理

（
aa
）
登
記
申
請
権
者

自
己
の
権
利
が
登
記
に
よ
っ
て
不
利
益
を
受
け
ま
た
は
自
己
の
利
益
の
た
め
に
登
記
が
な
さ
れ
る
べ
き
全
て
の
者
は
登
記
を
申
請
す
る

権
利
を
有
す
る
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
三
条
一
項
）。
不
利
益
を
受
け
る
者
（
登
記
義
務
者
・B

etroffener

）
と
は
、
自
己
の
登
記
簿
上
の
権
利

が
登
記
に
よ
っ
て
直
接
、
か
つ
法
的
に
損
失
を
受
け
る
当
事
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
土
地
の
移
転
ま
た
は
他
物
権
の
設
定
の
場
合
の

喪
失
的
当
事
者
は
土
地
所
有
者
で
あ
り
、
ま
た
抵
当
権
抹
消
登
記
の
場
合
に
は
、
抵
当
権
者
で
あ
る（
７
）。

自
己
の
利
益
の
た
め
に
登
記
が
な
さ
れ
る
べ
き
者
（
登
記
権
利
者
）
も
登
記
を
申
請
す
る
権
利
を
有
す
る（
８
）。

こ
の
よ
う
に
、
登
記
義
務
者
お
よ
び
登
記
権
利
者
は
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
登
記
を
申
請
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
登
記
権
利

者
と
し
て
は
、
か
り
に
契
約
上
相
手
方
に
登
記
申
請
義
務
を
課
し
て
い
る
と
し
て
も
、
登
記
義
務
者
だ
け
に
登
記
の
申
請
を
さ
せ
る
の
は

危
険
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
登
記
義
務
者
が
、
登
記
申
請
後
登
記
が
完
了
す
る
ま
で
の
中
間
時
点
で
処
分
権
限
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
八
七
八
条
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
る
い
は
、
申
請
が
取
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
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っ
て
、
登
記
権
利
者
が
単
独
で
ま
た
は
両
当
事
者
の
共
同
申
請
が
勧
め
ら
れ
、
か
つ
実
際
も
そ
の
よ
う
に
申
請
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ

こ
で
い
う
共
同
申
請
は
、
日
本
の
不
動
産
登
記
法
で
の
共
同
申
請
主
義
の
原
則
（
不
動
産
登
記
法
第
二
六
条
）
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も

の
で
あ
る（
９
）。

（
bb
）
申
請
代
理

登
記
の
申
請
は
任
意
代
理
人
ま
た
は
法
定
代
理
人
に
よ
っ
て
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
純
粋
な
登
記
申
請
（R

einer
A
ntrag

）

に
は
、
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
二
九
条
一
項
は
適
用
さ
れ
ず
、
ま
た
登
記
申
請
代
理
人
の
代
理
権
の
証
明
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し

て
、
い
わ
ゆ
る
混
合
式
申
請
の
場
合
に
は
、
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
二
九
条
一
項
の
方
式
（
公
正
証
書
ま
た
は
公
証
証
書
）
に
よ
っ
て
証
明
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
三
〇
条（

１０
））。

（
四
）
純
粋
な
登
記
申
請
と
混
合
式
登
記
申
請

登
記
申
請
は
、
一
定
の
様
式
を
備
え
た
「
登
記
申
請
書
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
登
記
許
諾
書
の
な
か
で
登
記
申
請
意
思

も
併
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
登
記
許
諾
書
が
登
記
申
請
書
を
兼
ね
る
（
い
わ
ゆ
る
混
合
式
登
記
申
請
方
式
）
の
が
通
例
で
あ
る
（
前
掲

表
１
を
参
照
）。
し
か
し
、
登
記
許
諾
証
書
に
登
記
申
請
意
思
が
含
ま
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
純
粋
な
登
記
申
請
書
が
別
途
作
成
さ
れ

る
必
要
が
あ（

１１
）る
。
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三

従
来
の
紙
媒
体
に
よ
る
申
請

（
一
）
書
面
に
よ
る
申
請

今
回
、
法
改
正
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、
紙
媒
体
に
よ
る
申
請
の
み
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
紙
媒
体
、
つ
ま
り
書
面
に
よ
る
申
請
の
根

拠
と
し
て
、
「
申
請
が
登
記
所
に
お
い
て
受
理
さ
れ
た
正
確
な
日
時
が
、
申
請
書
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
」（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
三

条
二
項
）
と
の
条
文
か
ら
、
書
面
と
い
う
要
件
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
き
た（

１２
）。

（
二
）
登
記
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
主
要
な
書
類

二
（
一
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
物
権
的
合
意
は
、
原
則
と
し
て
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
グ
の
場
合
を
除
き
、
無
方
式
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
物
権
的
合
意
に
代
え
て
、
登
記
義
務
者
の
片
面
的
な
意
思
表
示
で
あ
る
登
記
許
諾
を
提
出
さ
せ
る
原
則
を
採
用
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
物
権
的
合
意
そ
の
も
の
を
書
面
で
証
明
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
所
有
権
移
転
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
物
権

的
合
意
（
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
グ
）
及
び
地
上
権
の
設
定
、
内
容
の
変
更
及
び
移
転
（
地
上
権
法
第
一
条
、
第
一
一
条
一
項
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
八

七
三
条
、
第
八
七
七
条
）
に
つ
い
て
は
、
登
記
許
諾
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
権
利
者
と
相
手
方
と
の
物
権
的
合
意
を
証
明
す
る
必
要

が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
公
証
人
ま
た
は
そ
の
他
の
権
限
を
有
す
る
機
関
の
面
前
で
作
成
さ
れ
た
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
グ
が
正
本
ま
た
は
認

証
済
謄
本
で
登
記
所
に
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
二
〇
条
）。
ま
た
、
地
上
権
の
設
定
、
内
容
の
変
更
ま
た
は
移
転
の

場
合
に
つ
い
て
、
地
上
権
法
は
、
地
上
権
の
設
定
、
内
容
の
変
更
お
よ
び
移
転
に
つ
い
て
の
合
意
の
方
式
に
関
す
る
規
定
を
お
い
て
い
な

い
が
、
手
続
法
上
に
お
い
て
は
、
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
二
九
条
第
一
項
の
方
式
で
証
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る（

１３
）。
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右
で
述
べ
た
以
外
に
、
登
記
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

①
登
記
許
諾
証
書

登
記
許
諾
証
書
と
は
、
登
記
に
よ
っ
て
不
利
益
を
受
け
る
者
（
登
記
義
務
者
）
が
登
記
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
者

（
登
記
権
利
者
）
の
た
め
に
一
定
の
登
記
を
す
る
こ
と
を
許
諾
す
る
旨
の
、
登
記
所
に
対
す
る
片
面
的
な
、
登
記
法
上
の
意
思
表
示
を

記
載
し
た
公
正
証
書
ま
た
は
公
証
証
書
で
あ
る（

１４
）。

②
第
三
者
の
同
意
書

登
記
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
利
害
関
係
者
が
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
同
意
書
を
添
付
す
る
必
要
が
あ
る
（
Ｇ

Ｂ
Ｏ
第
二
二
条
二
項
、
第
二
七
条
）。
例
え
ば
、
抵
当
権
者
に
よ
る
抵
当
権
の
抹
消
登
記
申
請
の
場
合
、
土
地
所
有
者
の
同
意
書
が
必

要
で
あ
る
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
二
七
条
）
（
１５
）

。

③
納
税
義
務
履
行
証
明
書

担
税
能
力
証
明
書
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
所
有
権
移
転
お
よ
び
地
上
権
の
設
定
お
よ
び
移
転
の
場
合
に
は
、

税
務
署
が
発
行
す
る
土
地
取
得
税
の
納
税
義
務
履
行
を
証
明
し
た
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
土
地
取
得
税
法
第
二
二
条
）
（
１６
）

。

④
農
業
官
庁
の
許
可
書

農
地
及
び
森
林
の
譲
渡
及
び
用
益
権
の
設
定
の
場
合
に
は
、
土
地
取
引
法
及
び
ラ
ン
ト
法
に
よ
っ
て
農
業
官
庁

の
許
可
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

１７
）。

⑤
先
買
権
に
関
す
る
無
異
議
回
答
書

先
買
権
と
は
、
土
地
の
売
買
契
約
が
成
立
し
た
場
合
、
先
買
権
者
が
先
買
権
を
行
使
す
る
と
、
売

主
と
買
主
と
の
間
で
成
立
し
た
売
買
を
売
主
と
先
買
権
者
と
の
間
の
売
買
と
し
て
成
立
さ
せ
る
権
利
で
あ
る
。公
法（
例
・
建
設
法
典
）

に
よ
っ
て
市
町
村
に
法
定
先
買
権
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
土
地
所
有
権
移
転
登
記
の
場
合
に
は
、
所
轄
市
町
村
の
、

当
該
土
地
に
つ
い
て
は
先
買
権
が
成
立
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
先
買
権
は
消
滅
し
て
い
る
、
ま
た
は
先
買
権
を
行
使
す
る
意
思
が
な

い
旨
の
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
書
面
が
先
買
権
の
無
異
議
回
答
書
で
あ
る（

１８
）。

⑥
証
券

抵
当
権
、
土
地
債
務
、
定
期
土
地
債
務
に
つ
い
て
証
券
が
交
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
土
地
担
保
権
に
つ
い
て
登
記
を

申
請
す
る
場
合
に
は
、
証
券
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
四
一
条
、
第
四
二
条
、
第
四
三
条
）
（
１９
）

。
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⑦
相
続
証
明
書

相
続
に
関
す
る
登
記
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
遺
産
裁
判
所
が
発
行
す
る
相
続
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い（

２０
）。

（
三
）
登
記
の
基
礎
の
証
明

（
ａ
）
登
記
基
礎
の
証
明
手
段
の
制
限

Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
三
条
の
登
記
申
請
主
義
の
原
則
に
よ
っ
て
、
登
記
申
請
人
は
登
記
手
続
き
に
お
い
て
登
記
の
根
拠
と
な
る
、
登
記
基
礎
の

す
べ
て
を
登
記
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
登
記
の
基
礎
と
は
、
登
記
の
た
め
に
必
要
な
意
思
表
示
ま
た
は
登
記
の
そ
の
他
の
要

件
の
こ
と
を
い
う
。

登
記
の
基
礎
は
登
記
所
に
対
し
て
証
書
の
方
式
に
よ
っ
て
証
明
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
登
記
許
諾
及
び
そ
れ
以
外
の
登
記
に
必
要

な
意
思
表
示
は
公
正
証
書
ま
た
は
公
証
証
書
に
よ
っ
て
、
ま
た
登
記
の
そ
の
他
の
要
件
は
公
文
書
に
よ
っ
て
の
み
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
て
、
証
明
手
段
を
制
限
し
て
い
る
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
二
九
条
一
項
）
（
２１
）

。

（
b
）
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
二
九
条
の
適
用
範
囲

（
aa
）
登
記
に
必
要
な
意
思
表
示

登
記
許
諾
及
び
そ
の
他
の
登
記
に
必
要
な
意
思
表
示
は
、
公
正
証
書
ま
た
は
公
証
証
書
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｇ

Ｂ
Ｏ
第
二
九
条
一
項
）。
こ
こ
で
い
う
登
記
に
必
要
な
意
思
表
示
と
は
、
純
粋
な
登
記
申
請
お
よ
び
そ
の
登
記
申
請
代
理
を
除
き
、
登
記

法
の
規
定
に
よ
り
、
登
記
の
た
め
に
必
要
な
（
登
記
の
根
拠
と
な
る
）
す
べ
て
の
意
思
表
示
の
こ
と
を
い
う（

２２
）。

（
bb
）
意
思
表
示
以
外
の
登
記
の
そ
の
他
の
要
件

登
記
の
基
礎
と
な
る
意
思
表
示
以
外
の
登
記
の
要
件
で
、
登
記
所
に
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
は
公
文
書
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
二
九
条
一
項
二
文
）。
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
二
九
条
一
項
二
文
で
い
う
、
登
記
の
そ
の
他
の
要
件
と
は
、
意
思
表
示
以
外
の
、

登
記
の
根
拠
と
な
る
全
て
の
要
件
を
指
す
。
例
え
ば
、
法
定
代
理
人
ま
た
は
他
人
の
財
産
管
理
人
と
し
て
の
資
格
の
証
明
、
年
齢
、
婚
姻
、

離
婚
、
死
亡
、
国
籍
、
条
件
の
成
就
お
よ
び
相
続
で
あ
る（

２３
）。

（
c
）
原
本
（U

rschrift

）、
正
本
（Ausfertigung

）、
認
証
済
謄
本
（beglaubigte

Abschrift

）
で
の
提
出

Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
二
九
条
で
定
め
ら
れ
て
い
る
証
書
は
登
記
所
に
原
本
、
正
本
ま
た
は
認
証
さ
れ
た
謄
本
で
も
っ
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
公
正
証
書
（
官
庁
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
公
文
書
）
の
原
本
は
た
い
て
い
そ
の
証
書
の
作
成
者
に
よ
っ
て
職
務
上
保
管
さ
れ
て

い
る
（
例
え
ば
、
連
邦
公
証
人
法
第
二
五
条
一
項
）。
し
た
が
っ
て
、
取
引
等
に
お
い
て
は
証
書
の
正
本
が
原
本
の
代
わ
り
を
す
る
こ
と

に
な
る
（
証
書
作
成
法
（B

eurkG
）
第
四
七
条
）
（
２４
）

。

一
方
、
公
証
証
書
は
、
私
文
書
で
作
成
さ
れ
た
、
登
記
に
必
要
な
意
思
表
示
に
つ
い
て
の
表
意
者
の
署
名
が
真
正
で
あ
る
旨
を
公
証
人

に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
た
書
面
で
あ
る
か
ら
、
原
則
と
し
て
、
登
記
所
に
は
原
本
で
提
出
さ
れ
る
（
２５
）

。

公
正
証
書
の
認
証
済
謄
本
は
正
本
と
同
様
に
証
書
の
内
容
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
公
正
証
書
又
は
公
証
証
書
の
認
証
済
み
謄

本
の
提
出
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
登
記
法
上
の
方
式
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
二
九
条
一
項
）
で
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る（

２６
）。

（
四
）
純
粋
な
登
記
申
請
書

二
（
四
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
登
記
申
請
は
、
登
記
許
諾
書
が
登
記
申
請
書
を
兼
ね
る
混
合
式
申
請
が
通
例
で
あ
る
が
、
登
記
許
諾
証

書
に
登
記
申
請
意
思
が
含
ま
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
純
粋
な
登
記
申
請
書
が
別
途
作
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

純
粋
な
登
記
申
請
書
は
、
登
記
許
諾
証
書
の
よ
う
に
一
定
の
方
式
（
公
正
証
書
ま
た
は
公
証
証
書
）
を
要
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ

書
面
に
よ
れ
ば
足
り
る
。
し
か
も
、
申
請
書
の
署
名
も
自
筆
に
よ
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
申
請
者
を
特
定
し
う
る
場
合
に
は
、
署
名
が
な
く
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て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。

登
記
申
請
書
に
は
い
か
な
る
事
項
が
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
Ｇ
Ｂ
Ｏ
は
何
ら
規
定
し
て
お
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら

解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る（

２７
）。

（
五
）
受

理

登
記
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
、
登
記
所
に
、
個
々
の
登
記
申
請
が
到
達
し
た
時
点
に
よ
り
、
権
利
の
順
位
が
決
定
す
る
た
め
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ

第
一
七
条
、
第
四
五
条
）、
我
が
国
と
同
様
、
い
つ
申
請
が
な
さ
れ
た
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

登
記
申
請
書
が
登
記
所
の
受
領
権
限
を
有
す
る
者
に
提
出
さ
れ
た
場
合
に
、
申
請
は
登
記
所
に
受
理
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第

一
三
条
二
項
）。
し
た
が
っ
て
、
区
裁
判
所
の
訴
訟
部
門
、
そ
の
他
の
部
署
に
提
出
ま
た
は
配
達
さ
れ
た
と
し
て
も
、
受
理
さ
れ
た
と
は

言
え
ず
、
ま
た
登
記
所
の
他
の
職
員
に
提
出
し
た
と
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
封
緘
し
て
配
達
さ
れ
た
郵
便
物
と
し
て
の
申
請
書
に
つ
い
て

は
、
権
限
を
有
す
る
者
が
開
封
し
、
登
記
申
請
書
と
し
て
確
認
し
た
う
え
で
、
そ
れ
に
受
領
に
関
す
る
記
載
事
項
を
記
載
し
た
と
き
に
、

受
理
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
（
登
記
事
件
の
業
務
上
の
取
扱
い
に
関
す
る
一
般
令
（G

eschO

）
第
一
九
条
一
項
、
二
ｂ
項
）
（
２８
）

。
こ
の
こ
と

は
登
記
事
務
が
区
裁
判
所
に
よ
っ
て
管
掌
さ
れ
て
お
り
、
区
裁
判
所
は
訴
訟
部
門
と
登
記
部
門
に
分
か
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
の
区
裁
判
所
の
よ
う
に
両
部
門
が
同
じ
建
物
内
に
併
設
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
ボ
ン
区
裁
判
所
の
よ
う

に
別
々
の
場
所
に
分
設
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
し
か
も
両
部
門
が
同
じ
建
物
内
に
併
設
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
係

り
の
室
（A

bteilung

）
が
独
立
し
た
個
室
に
な
っ
て
い
る
関
係
も
あ
っ
て
、
同
一
の
土
地
・
権
利
を
目
的
と
す
る
複
数
の
登
記
申
請
が
同

時
に
、
し
か
も
格
別
の
係
官
に
提
出
さ
れ
た
場
合
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
受
理
の
時
間
的
紛
議
、
混
乱
を
防
止
し
、
か
つ
受
理
の

順
番
を
明
確
に
す
る
た
め
と
の
推
測
が
石
川
氏
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る（

２９
）。
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登
記
申
請
を
受
領
す
る
権
限
を
有
す
る
者
が
登
記
申
請
書
を
受
け
取
っ
た
と
き
に
は
、
原
則
と
し
て
、
申
請
書
第
一
ペ
ー
ジ
の
右
側
上

段
の
余
白
に
受
領
し
た
年
月
日
、
時
間
及
び
そ
れ
も
分
ま
で
を
正
確
に
記
載
し
、
か
つ
受
領
し
た
者
が
署
名
を
す
べ
き
で
あ
る
（
こ
れ
を

受
理
に
関
す
る
記
載
事
項
と
い
う
）（G

eschO

第
一
九
条
二
ａ
項
二
文
）。
さ
ら
に
申
請
書
の
添
付
書
類
の
数
も
付
記
す
べ
き
で
あ
る（
Ｇ

Ｂ
Ｏ
第
一
三
条
二
項
、G

eschO

第
一
九
条
二
ｃ
項
）
（
３０
）

。

Ｇ
Ｂ
Ｏ
に
お
い
て
は
、
我
が
国
で
不
動
産
登
記
法
改
正
前
に
採
用
さ
れ
て
い
た
当
事
者
出
頭
主
義
の
原
則
と
い
う
も
の
は
な
い
か
ら
、

登
記
申
請
は
郵
送
に
よ
っ
て
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
も
し
同
時
に
郵
送
さ
れ
た
郵
便
物
の
中
に
同
一
の
土
地
・
権
利
を
目
的
と
す
る
複
数

の
登
記
申
請
書
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
同
時
に
受
理
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
同
順
位
で
登
記
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
四
五
条
一
項
）。
そ
の
複
数
の
登
記
申
請
が
そ
れ
ぞ
れ
相
矛
盾
す
る
登
記
を
目
的
と
す
る
と
き
に
は
、
同
時
に
却
下

さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

３１
）。四

電
子
申
請

（
一
）
電
子
申
請

E
R
V
G
V
G

に
よ
り
、
登
記
申
請
、
そ
の
他
の
意
思
表
示
及
び
登
記
の
要
件
に
つ
い
て
の
証
明
を
電
子
的
に
提
出
す
る
こ
と
、
い
わ
ゆ

る
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
が
可
能
と
な
っ
た
（
３２
）

。

（
二
）
電
子
申
請
の
方
式

E
R
V
G
B
G

の
立
法
草
案
の
理
由
書
に
お
い
て
、
電
子
申
請
の
導
入
は
、
「
ド
イ
ツ
不
動
産
登
記
手
続
き
の
高
い
品
質
基
準
及
び
不
動
産

取
引
に
お
け
る
法
的
安
定
性
の
維
持
の
下
で
」
（
３３
）

実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
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そ
こ
で
、
電
子
申
請
に
お
い
て
も
、
登
記
の
基
礎
を
証
明
す
る
た
め
の
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
二
九
条
に
定
め
る
方
式
の
必
要
性
は
、
維
持
さ
れ
て

い
る
。
登
記
簿
の
真
正
を
保
つ
た
め
に
、
電
子
申
請
に
お
い
て
も
転
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
八
九
二
条
に
お
い
て
、

公
信
力
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る（

３４
）。

（
a
）
証
書
作
成
法
第
三
九
a （
３５
）条
に
よ
る
簡
易
な
電
子
証
明
（einfaches

elektoronisches
Zeugniss

）

Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
二
九
条
の
要
件
を
証
書
作
成
法
第
三
九
ａ
条
に
定
め
る
電
子
証
明
に
代
え
る
こ
と
を
認
め
た
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
三
七
条
一
項
一

文
）。
こ
れ
に
よ
り
登
記
申
請
書
類
は
、
電
子
文
書
と
し
て
送
信
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た（

３６
）。

登
記
に
必
要
な
意
思
表
示
に
関
し
て
、
電
子
証
明
あ
る
い
は
公
正
電
子
証
書
の
二
つ
の
方
法
に
よ
り
電
子
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。

（
aa
）
電
子
証
明
（Elektronisches
Zeugnis

）

証
書
作
成
法
第
三
九
ａ
条
に
基
づ
き
、
公
証
人
は
、
簡
易
な
電
子
証
明
の
方
式
で
、
証
書
の
謄
本
を
認
証
す
る
こ
と
並
び
に
公
証
証
書

を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
謄
本
の
認
証
の
際
に
は
、
紙
形
式
で
の
謄
本
の
認
証
の
際
と
同
様
に
、
基
礎
と
な
る
証
書
が
、
原
本
、
正

本
、
認
証
さ
れ
た
謄
本
あ
る
い
は
簡
易
な
謄
本
で
あ
る
か
を
確
認
し
た
認
証
の
注
記
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（B

eurkG

第
四

二
条
一
項
）。
簡
易
な
電
子
証
明
を
備
え
た
電
子
文
書
は
、
紙
形
式
で
認
証
さ
れ
た
謄
本
と
同
様
に
、
基
礎
と
な
る
証
書
以
上
の
強
い
証

明
力
は
有
し
て
い
な
い（

３７
）。

（
bb
）
公
正
電
子
証
書
（Ö

ffentliche
elektronische

U
rkunde

）

第
一
三
七
条
一
項
二
文
に
基
づ
き
、
公
正
証
書
は
、
紙
形
式
の
他
に
も
、
公
正
証
書
の
証
明
力
を
有
す
る
電
子
文
書
（elektronisches

D
okum

ent

）
と
し
て
、
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
紙
形
式
で
の
公
正
証
書
の
作
成
と
同
様
に
、
官
公
署
が
そ
の
職
務
権
限
の
範
囲
内

に
お
い
て
法
律
が
規
定
す
る
方
式
で
作
成
さ
れ
た
文
書
、
ま
た
は
公
証
力
を
具
え
た
者
が
そ
の
法
律
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
職
務
の
範
囲
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内
に
お
い
て
法
律
が
規
定
す
る
方
式
で
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

３８
）。

（
b
）
登
記
申
請

（
aa
）
純
粋
な
申
請

登
記
に
必
要
な
意
思
表
示
を
含
ま
な
い
登
記
申
請
は
、
な
ん
の
方
式
も
必
要
と
し
な
い
。
登
記
申
請
に
は
、
申
請
者
が
明
確
で
あ
れ
ば
、

自
筆
の
署
名
す
ら
要
し
な
い
。
純
粋
な
申
請
が
電
子
文
書
と
し
て
、
申
請
さ
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
文
書
が
申
請
者
の
氏
名
を
含
ん
で
い

る
こ
と
が
唯
一
の
要
件
で
あ
る
。
電
子
署
名
を
す
る
必
要
も
な
い（

３９
）。

（
bb
）
そ
の
他
の
登
記
申
請

登
記
申
請
に
必
要
な
意
思
表
示
を
含
ん
で
い
る
申
請
（
混
合
式
申
請
）
に
つ
い
て
は
、
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
二
九
条
が
適
用
さ
れ
る（

４０
）。

（
三
）
電
子
送
信
の
種
類
及
び
方
法

（
a
）
送
信
の
方
法
及
び
デ
ー
タ
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

改
正
法
は
、
登
記
所
へ
電
子
文
書
を
送
信
す
る
種
類
及
び
方
法
に
関
す
る
詳
細
な
規
定
を
含
ん
で
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
各

ラ
ン
ト
に
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
三
五
条
一
項
二
文
二
号
）。
そ
れ
故
、
各
ラ
ン
ト
は
、
詳
細
を
規
定
す
る
際
に
、
現

存
の
シ
ス
テ
ム
上
に
構
築
し
、
こ
れ
を
必
要
な
限
り
で
補
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る（

４１
）。

デ
ー
タ
の
送
信
に
関
し
て
は
、
電
子
裁
判
所
私
書
箱
及
び
行
政
私
書
箱
（
Ｅ
Ｇ
Ｖ
Ｐ
）
が
使
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
デ
ー

タ
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
商
業
登
記
申
請
で
す
で
に
利
用
さ
れ
て
い
る
Ｔ
Ｉ
Ｆ
Ｆ
あ
る
い
は
Ｐ
Ｄ
Ｆ
／
Ａ
デ
ー
タ
が
利
用
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る（

４２
）。

た
だ
し
、
諸
ラ
ン
ト
は
、
お
互
い
に
統
一
的
な
標
準
規
格
を
採
用
す
る
こ
と
を
合
意
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
連
邦
全
体
で
統
一
的



平成法政研究 第１５巻第１号 102

な
デ
ー
タ
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
形
式
で
電
子
文
書
を
送
信
す
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
る（

４３
）。
特
に
、
公
証
人
に
よ
る
申
請
の
場
合
に
は
、
ラ
ン
ト

の
境
界
を
越
え
て
申
請
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
統
一
的
な
要
件
の
導
入
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る（

４４
）。

（
b
）
直
接
、
ア
ド
レ
ス
で
き
る
装
置

改
正
法
は
、
「
直
接
、
ア
ド
レ
ス
で
き
る
登
記
所
の
装
置
」
を
規
定
す
る
権
限
を
ラ
ン
ト
に
付
与
し
た
。
こ
の
装
置
は
、
電
子
文
書
の

受
領
、
特
に
電
子
形
式
で
な
さ
れ
た
登
記
申
請
に
つ
い
て
、
対
応
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
三
五
条
一
項
二
文
）。

と
い
う
の
は
、
登
記
所
の
登
記
官
は
、
こ
れ
に
よ
り
、
同
一
の
不
動
産
に
つ
い
て
、
他
の
申
請
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
場
合
に
、
送
信
者
に
対
し
て
、
受
理
証
明
書
（E

ingangsbestätigung

）
が
交
付
さ
れ
る（

４５
）。

（
四
）
受
理
時
（Eingangszeitpunkt
）
の
決
定

三
（
五
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
登
記
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
、
登
記
所
に
、
個
々
の
登
記
申
請
が
到
達
し
た
時
点
に
よ
り
、
権
利
の
順

位
が
決
定
す
る
た
め
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
七
、
第
四
五
条
）、
受
理
時
を
決
定
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

（
a
）
登
記
所
の
電
子
私
書
箱
に
お
け
る
記
録

紙
媒
体
の
場
合
、
単
に
、
受
領
権
限
の
あ
る
者
の
も
と
に
到
達
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
者
が
開
封
し
、
登
記
申
請
書
と
し
て
確
認

し
た
う
え
で
、
そ
れ
に
受
理
に
関
す
る
記
載
事
項
を
記
載
し
た
と
き
に
、
受
理
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
三
条
二
項
二
文
）。

電
子
申
請
の
場
合
、
紙
媒
体
に
適
用
さ
れ
る
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
三
条
二
項
、
三
項
は
適
用
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
登
記
申
請
の
記
録
の
完

了
が
、
受
理
の
基
準
時
と
な
る
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
三
六
条
一
項
一
文
）。
正
確
な
受
理
の
時
点
は
、
「
電
子
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
に
よ
っ
て
、

申
請
の
際
に
注
記
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
三
六
条
一
項
二
文
）。

電
子
申
請
の
場
合
に
は
、
紙
媒
体
の
申
請
と
異
な
り
、
登
記
官
の
「
受
領
（E

ntgegennahm
e

）」に
焦
点
を
合
わ
せ
る
の
が
、
困
難
で
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あ
る
こ
と
か
ら
、
異
な
る
規
定
が
お
か
れ
て
い
（
４６
）
る
。
こ
の
よ
う
に
、
紙
媒
体
と
電
子
媒
体
と
で
は
異
な
る
扱
い
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、

次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
。
例
え
ば
、
事
務
時
間
外
に
登
記
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
紙
媒
体
で
の
申
請
は
、
受
領
権
限
の
あ
る
者

へ
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
受
理
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
た
め
、
翌
朝
に
受
理
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
電
子
媒
体
で
の
申
請

で
は
、
事
務
時
間
外
で
も
有
効
に
受
理
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
電
子
媒
体
で
の
申
請
の
ほ
う
が
、
申
請
者
に
有
利
に
な
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
電
子
申
請
の
可
能
性
は
、
す
べ
て
の
申
請
者
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
電
子
申
請
が
有
利
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
も
正
当
化

さ
れ
る
。
ま
た
、
申
請
者
自
身
は
、
電
子
申
請
が
で
き
な
く
て
も
、
公
証
人
を
通
じ
て
電
子
申
請
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
た
め
、
本

規
定
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る（

４７
）。

（
b
）
受
理
の
確
実
な
証
明

申
請
者
に
と
っ
て
、
登
記
申
請
が
登
記
所
に
受
理
さ
れ
た
こ
と
及
び
受
理
の
時
点
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
紙
媒
体
で
の
申
請
に

つ
い
て
は
、
申
請
人
か
ら
の
申
立
に
よ
り
、
受
理
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
登
記
事
件
の
業
務
上
の
取
扱
い
に
関
す
る
一
般
令

第
二
三
条
二
項（

４８
））。
こ
れ
と
の
整
合
性
か
ら
、
電
子
媒
体
で
の
申
請
に
つ
い
て
も
、
電
子
証
明
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
電
子

証
明
は
、
確
実
な
証
明
力
を
発
揮
す
る
た
め
に
、
出
自
と
純
粋
性
を
審
査
で
き
る
電
子
署
名
を
と
も
な
っ
て
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
（
Ｇ

Ｂ
Ｏ
第
一
三
六
条
一
項
五
文（

４９
））。
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（
五
）
電
子
申
請
の
導
入
に
際
し
て
の
諸
ラ
ン
ト
の
裁
量
の
余
地

（
a
）
導
入
の
時
期

立
法
者
は
、
諸
ラ
ン
ト
に
対
し
て
電
子
申
請
導
入
の
時
期
を
定
め
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
経
済
的
、
技
術
的
な
レ
ベ
ル
が
ラ
ン
ト
ご
と

に
異
な
る
こ
と
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る（

５０
）。
全
て
の
ラ
ン
ト
に
お
い
て
、
同
時
に
導
入
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
な
い
と
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
登
記
申
請
を
行
う
者
は
、
常
に
申
請
し
よ
う
と
す
る
ラ
ン
ト
の
現
時
点
で
の
状
況
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る（

５１
）。

ま
た
、
導
入
に
際
し
て
、
各
ラ
ン
ト
は
、
ラ
ン
ト
内
に
お
け
る
登
記
所
の
中
か
ら
数
ヶ
所
を
指
定
し
、
そ
の
数
ヶ
所
の
み
を
電
子
申
請

の
対
象
登
記
所
と
す
る
段
階
的
な
導
入
を
行
う
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
三
五
条
一
項
二
文
一
号
）。
こ
れ
に
よ
り
、
登

記
申
請
を
行
う
者
は
、
同
一
ラ
ン
ト
内
に
お
い
て
も
、
電
子
申
請
が
可
能
か
否
か
、
管
轄
登
記
所
に
状
況
を
確
認
す
る
必
要
が
生
じ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
段
階
的
な
導
入
を
す
る
こ
と
で
、
登
記
所
は
経
験
を
積
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
ラ
ン
ト
全
体
へ
の
導
入
を
容
易

に
す
る
利
点
が
あ
る
と
さ
れ
る（

５２
）。

（
b
）
公
証
人
の
義
務

（
aa
）
電
子
送
信
の
義
務

Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
三
五
条
一
項
二
文
一
号
の
規
定
は
、
諸
ラ
ン
ト
に
電
子
文
書
を
全
て
の
な
い
し
一
ヶ
所
の
登
記
所
に
送
信
す
る
時
期
を
決

定
す
る
権
限
を
付
与
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
関
係
者
電
子
申
請
を
義
務
付
け
る
こ
と
を
定
め
る
可
能
性
を
含
む
も
の

で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
手
続
を
す
る
多
く
の
者
に
と
り
、
技
術
的
な
問
題
か
ら
電
子
送
信
を
利
用
で
き
な
い
危
険
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

引
き
続
き
、
紙
媒
体
で
の
申
請
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
公
証
人
に
つ
い
て
は
、
電
子
申
請
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
三
五
条
一
項
二
文
四
ａ
号
）。

こ
の
方
法
は
、
商
業
登
記
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
た
が
、
電
子
申
請
の
効
率
的
な
導
入
を
可
能
に
す
る
た
め
、
不
動
産
登
記
に
つ
い
て
も
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使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
ま
ず
第
一
に
、
圧
倒
的
多
数
の
文
書
は
、
公
証
人
か
ら
提
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、

公
証
人
は
、
商
業
登
記
で
電
子
申
請
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
技
術
的
な
装
置
を
す
で
に
用
意
し
て
い
る
点
に
あ
る（

５３
）。

（
bb
）
構
造
デ
ー
タ
送
信
の
義
務

商
業
登
記
申
請
に
つ
い
て
は
、
公
証
人
は
、
電
子
的
に
認
証
さ
れ
た
謄
本
及
び
そ
の
他
の
文
書
と
と
も
に
、
特
定
の
申
立
て
を
構
造
的

に
機
械
で
読
み
取
れ
る
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
Ｘ
Ｍ
Ｌ
構
造
デ
ー
タ
も
送
信
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
裁
判
所
は
、
手
に
よ
る
入
力
を
す
る
こ
と
な
く
、
送
信
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
直
接
、
編
集
し
処
理
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
決
定

的
な
効
率
の
獲
得
を
も
た
ら
し
た
。

不
動
産
登
記
申
請
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
公
証
人
に
対
し
て
、
構
造
デ
ー
タ
の
送
信
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第

一
三
五
条
一
項
二
文
四
ｂ
号
）、
同
様
の
効
率
化
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
構
造
デ
ー
タ
は
、
登
記
を
行
う
た
め
の
補
助
的

な
デ
ー
タ
に
過
ぎ
な
い
。
登
記
所
は
、
こ
の
デ
ー
タ
の
真
正
さ
を
自
己
責
任
で
審
査
す
る
義
務
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
登
記
簿
へ
の
登
記

に
関
し
て
法
的
に
基
準
と
な
る
の
は
、
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
二
九
条
一
項
一
文
、
第
一
三
七
条
一
項
一
文
の
方
式
で
提
出
さ
れ
た
証
書
だ
け
だ
か
ら

で
あ
る（

５４
）。

（
六
）
技
術
上
の
障
害
の
場
合
の
措
置

電
子
シ
ス
テ
ム
の
導
入
及
び
操
作
の
際
に
、
技
術
的
な
障
害
を
排
除
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
経
済
的
お
よ
び
法
的
な

重
要
性
が
高
い
の
で
、
登
記
の
本
質
の
機
能
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
明
確
か
つ
法
的
安
全
に
資
す
る

規
定
が
必
要
と
さ
れ
る
。

特
に
、
公
証
人
に
電
子
申
請
が
義
務
付
け
ら
れ
た
場
合
に
、
こ
の
規
定
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
二
つ
の
局
面
の
措
置
が
予
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定
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
一
つ
の
局
面
と
し
て
、
ラ
ン
ト
は
、
代
替
提
出
を
行
う
措
置
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
三
五

条
二
文
五
号
）。
Ｃ
Ｄ
―

Ｒ
Ｏ
Ｍ
、
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
ー
、
あ
る
い
は
紙
で
の
提
出
を
認
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
別
の
局
面
と
し
て
、
電

子
申
請
に
関
す
る
公
証
人
の
義
務
違
反
は
、
登
記
所
に
お
け
る
文
書
が
法
律
上
有
効
に
受
理
さ
れ
た
か
否
か
と
は
、
対
立
し
な
い
と
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
立
法
趣
旨
は
、
技
術
上
の
障
害
が
申
請
者
の
側
に
あ
る
の
か
否
か
を
、
す
ば
や
く
確
実
に
確
認
す
る
こ
と
は

往
々
に
し
て
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
証
人
は
、
順
位
の
重
要
性
に
基
づ
き
、
法
的
に
確
実
な
申
請
を
可
能
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

か
ら
定
め
ら
れ
た（

５５
）。

（
七
）
登
記
手
続
き
に
お
け
る
電
子
記
録
（elektoronische

Akte

）

登
記
簿
は
、
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
二
六
条
一
項
を
根
拠
に
、
す
で
に
全
て
の
ラ
ン
ト
に
お
い
て
自
動
式
デ
ー
タ
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
。
立

法
者
は
、
登
記
簿
が
完
全
に
機
械
的
に
管
理
さ
れ
た
登
記
簿
へ
引
き
継
が
れ
た
場
合
に
、
従
来
の
登
記
簿
を
破
棄
（V

ernichtung

）
す
る

こ
と
を
許
し
て
い
る
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
二
八
条
三
項
）。
立
法
者
は
、
ラ
ン
ト
政
府
に
法
規
命
令
に
よ
っ
て
、
従
来
、
も
っ
ぱ
ら
紙
の
形
式

で
保
管
さ
れ
て
い
た
記
録
（A
kte

）
を
電
子
的
に
管
理
す
る
こ
と
を
委
任
し
た
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
三
五
条
二
項
）。
こ
れ
に
よ
り
、
電
子
基

本
付
属
書
類
を
、
登
記
簿
と
同
様
に
自
動
的
に
呼
び
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
第
一
三
九
条
三
項
）。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
、

登
記
許
諾
を
閲
覧
す
る
た
め
に
、
登
記
所
へ
実
際
に
行
く
必
要
が
な
く
な
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る（

５６
）。
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（
八
）
登
記
所
に
よ
る
電
子
文
書
の
送
信

電
子
形
式
で
の
申
請
、
登
記
の
管
理
、
基
本
付
属
書
類
の
管
理
が
実
行
さ
れ
た
場
合
、
登
記
所
の
判
決
（E

ntscheidung

）、
処
分

（V
erfügung

）
及
び
通
知
（M

itteilung

）
も
、
電
子
的
に
送
信
さ
れ
る
こ
と
が
、
首
尾
一
貫
し
た
手
続
と
な
る
。
基
本
付
属
書
類
が
電

子
的
に
保
管
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
決
定
及
び
処
分
は
、
電
子
的
な
方
式
で
公
示
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
一
四
〇
条

一
項
一
文
）
（
５７
）

。

五

電
子
申
請
の
採
用
時
期

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
電
子
申
請
を
可
能
に
す
る
権
限
を
こ
の
法
律
は
、
ラ
ン
ト
に
付
与
し
た
。
そ
の
た
め
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、

ま
た
い
つ
の
時
点
か
ら
、
不
動
産
登
記
手
続
き
に
お
い
て
電
子
申
請
が
導
入
さ
れ
る
か
は
、
ラ
ン
ト
の
決
定
に
か
か
っ
て
い
る
。

ヘ
ッ
セ
ン
、
ザ
ク
セ
ン
、
ノ
ル
ド
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
は
、
近
い
う
ち
に
必
要
な
法
的
基
礎
を
作
る
こ
と
を
計
画
し
て
い

る（
５８
）。
電
子
申
請
を
可
能
に
す
る
た
め
のSolum

sSTA
R （

５９
）

の
利
用
に
つ
い
て
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・

ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
・
フ
ォ
ア
ポ
メ
ル
ン
を
例
外
と
し
て
、
す
べ
て
の
ラ
ン
ト
に
お
け
る
完
成
が
目
前
と
な
っ
て
い
る（

６０
）。

公
証
実
務
と
の
関
連
で
は
、X

N
otar

プ
ロ
グ
ラ
ム
（
６１
）

及
びN

otarN
et

有
限
会
社（

６２
）の
不
動
産
登
記
に
お
け
る
利
用
の
拡
大
が
準
備
中
で
あ
る（

６３
）。

ま
ず
、
ラ
ン
ト
全
体
で
電
子
申
請
を
開
始
す
る
前
に
、
一
ヶ
所
な
い
し
数
ヶ
所
の
区
裁
判
所
に
お
い
て
電
子
申
請
を
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
と
し
て
試
験
的
に
行
う
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
二
、
三
の
ラ
ン
ト
に
お
い
て
、
そ
の
ラ
ン
ト
全
体
で
電
子
申
請
を
開
始
す
る

の
は
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
引
き
続
き
、
早
く
て
も
二
〇
一
一
年
以
降
と
さ
れ
る（

６４
）。
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電子申請の予定

２０１１年以後

現時点では、計画な
し
２０１０年に関しては計
画なし
現時点では、計画な
し
現時点では、計画な
し
現時点では、計画な
し
パイロット・プロジ
ェクトが２０１０年１～
２ヶ所の区裁判所で
実施。
なにも表明していな
い

審議中、具体的な開
始時期の計画はなし
２０１０年の早い段階で
テストをし、本格的
な運用は、その後
現時点では、計画な
し
なにも表明していな
い
２０１０年にテストをし、
２０１１年から本格的な
運用開始
現時点では、計画な
し
現時点では、計画な
し

現時点では、計画な
し

転換の進行状況

ラント管轄の２４０登記所、
市町村管轄の１２６登記所
は、登記データ本部へ接
続された。
完了

完了

完了

データを公表していない

完了

完了

２１ヶ所のうち１８ヶ所が完
了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

全登記所が、転換したが、
１００パーセント完了した
わけではない
完了

電子登記簿への転換
の終了時期（予定）
２０１２年末まで

２００２年

２００１年

２００５年末

２００１年３月

１９９７年１１月

２００４年１２月

２０１０年１２月３１日
までに終了する
見通し
２００５年

２００６年

２００４年３月

２００２年７月末

２００２年２月

２００３年

２００６年１１月末を
予定していた

２００４年１０月１５日

ラント名

バーデン・ヴュルテ
ンベルク

バイエルン

ベルリン

ブランデンブルク

ブレーメン

ハンブルク

ヘッセン

メクレンブルク・フ
ォアポメルン

ニーダーザクセン

ノルドライン・ヴェ
ストファーレン

ラインラント・プフ
ァルツ

ザールラント

ザクセン

ザクセン・アンハル
ト

シュレスヴィッヒ・
ホルシュタイン

チューリンゲン

［表２］電子登記簿及び電子申請に関する状況（2010年3月17日現在）
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六

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
電
子
申
請
、
い
わ
ゆ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
は
ま
だ
実
際
に
は
開
始
さ
れ
て
い
な
い

た
め
、
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
生
じ
る
の
か
は
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

点
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
い
。

ま
ず
第
一
に
、
申
請
の
同
時
到
達
の
問
題
で
あ
る
。
紙
媒
体
で
の
場
合
に
も
同
一
の
不
動
産
に
関
し
相
入
れ
な
い
申
請
が
同
時
に
到
達

す
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
紙
媒
体
と
電
子
媒
体
と
の
二
本
立
て
で
行
な
う
場
合
に
は
、
特
に
事
務
取
扱
時
間
中
に
お
い
て
、
同
時
到
達
す

る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
相
矛
盾
す
る
登
記
は
す
べ
て
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
扱
い
で
よ
い
の
か
を

考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
我
が
国
で
も
同
様
に
同
時
到
達
の
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。

第
二
に
、
電
子
送
信
に
障
害
が
生
じ
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て
で
あ
る
。
わ
が
国
で
も
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
送
信
の
記
録
を
残
す

と
い
う
方
法
を
採
用
し
て
い
る
が
、
結
果
的
に
、
送
信
者
側
に
障
害
の
原
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
受
信
者
側
に
障
害
の
原
因
が
あ
っ

た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
、
送
信
で
き
な
か
っ
た
申
請
者
に
不
利
に
な
ら
な
い
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
、
検
証
す
る
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

我
が
国
に
お
い
て
は
、
申
請
情
報
の
み
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
送
信
し
、
添
付
情
報
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
法
務
局
に
郵
送
又
は
持
参
す
る

と
い
う
方
法
（
二
〇
〇
八
年
一
月
一
五
日
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
特
例
措
置
）
が
採
ら
れ
て
以
後
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
割
合
が
全
体
の

一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
に
ま
で
上
昇
し
た
が
、
Ｉ
Ｔ
新
改
革
戦
略
で
目
指
し
て
い
た
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
は
遠
く
及
ん
で
い
な
い（

６５
）。
ド
イ

ツ
に
お
い
て
は
、
公
証
人
の
み
に
ま
ず
は
電
子
申
請
を
義
務
付
け
る
と
い
う
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
を
ラ
ン
ト
に
委
ね
る
と
い
う
施
策
を
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と
っ
た
が
、
速
や
か
に
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
割
合
を
高
め
た
い
と
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
我
が
国
で
も
司
法
書
士
に
対
し
て
の
み
電
子
申
請

を
義
務
付
け
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
公
証
人
は
す
で
に
商
業
登
記
申
請
に
お
い
て
電
子
申
請
に

習
熟
し
た
知
識
お
よ
び
技
術
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
他
と
比
べ
て
導
入
が
た
や
す
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
公
証
人
か
ら
の

申
請
量
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
か
ら
、
現
実
に
は
公
証
人
に
義
務
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
事
実
上
、
電
子
申
請
の
浸
透
を
一
気
に
深
め
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
司
法
書
士
に
つ
い
て
も
同
様
に
当
て
は
ま
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

他
に
も
、
デ
ー
タ
送
信
に
つ
い
て
の
安
全
性
の
問
題
、
す
で
に
先
行
し
て
行
わ
れ
て
い
る
商
業
登
記
で
生
じ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
も

検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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.

（
前
掲
注
２
）、§19Rn.1,S.243.

（
５
）
石
川
清
（
前
掲
注
３
）一
七
六
頁
、Johann

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§20Rn.1f.,S.293f.

（
６
）
石
川
清
「
ド
イ
ツ
土
地
登
記
法
三
〇
講
（
三
）」登
記
研
究
六
五
三
号
一
二
四
〜
一
二
五
頁
、Johann

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§13Rn.1,

S.178f.,A
nhang

zu§13Rn.1,S.193.

（
７
）
石
川
清
（
前
掲
注
６
）一
二
九
頁
、Johann
D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§13Rn.42,S.189.

（
８
）
石
川
清
（
前
掲
注
６
）一
二
九
〜
一
三
〇
頁
、Johann

D
emharter,a.a.O

。
（
前
掲
注
２
）、§13Rn.42ff.,S.189f.

（
９
）
石
川
清
（
前
掲
注
６
）一
三
〇
〜
一
三
一
頁
。

（
１０
）
石
川
清
（
前
掲
注
６
）一
三
二
頁
、Johann

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§19Rn.77,S.268f.

（
１１
）
石
川
清
（
前
掲
注
６
）一
三
三
頁
、Johann

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§30Rn.5f.,S.407f.

（
１２
）
石
川
清
（
前
掲
注
６
）一
三
三
頁
、Johann

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§30Rn.5,S.40f.

（
１３
）
石
川
清
（
前
掲
注
３
）一
七
五
頁
〜
一
七
九
頁
、Johann

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§20Rn.14,29f.,S.297,302f.

（
１４
）
石
川
清
（
前
掲
注
６
）一
三
三
頁
、Johan

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§19Rn.3,S.244.

（
１５
）
石
川
清
（
前
掲
注
６
）一
三
四
頁
、Johan

D
emharter,a.a.O

.
（
前
掲
注
２
）、§22Rn.1,S.318.

（
１６
）
石
川
清
（
前
掲
注
６
）一
三
四
頁
、Johan

D
emharter,a.a.O

.
（
前
掲
注
２
）、§20Rn.48,S.311.

（
１７
）
石
川
清
（
前
掲
注
６
）一
三
四
頁
、Johan

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§19Rn.123,S.286.

（
１８
）
石
川
清
（
前
掲
注
６
）一
三
四
頁
、Johan

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§19Rn.122,S.286,§20Rn.51,S.313.

（
１９
）
石
川
清
（
前
掲
注
６
）一
三
五
頁
、Johan

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§41Rn.2,S.483,§42Rn.1,S.487.

（
２０
）
石
川
清
（
前
掲
注
６
）一
三
五
頁
、Johan

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§35Rn.4,S.432.

（
２１
）
石
川
清
「
ド
イ
ツ
土
地
登
記
法
三
〇
講
（
六
）」登
記
研
究
六
六
〇
号
一
七
二
頁
、Johan

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§29Rn.1,S.386.
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（
２２
）
石
川
清
（
前
掲
注
２１
）
一
七
三
頁
、Johan

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§29Rn.4,S.387.

（
２３
）
石
川
清
（
前
掲
注
２１
）
一
七
四
頁
、Johan

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§29Rn.14f.,S.388f..

（
２４
）
石
川
清
（
前
掲
注
２１
）
一
七
七
頁
、Johan

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§29Rn.57,S.402.

（
２５
）
石
川
清
（
前
掲
注
２１
）
一
七
八
頁
、Johan

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§29Rn.41,S.395.

（
２６
）
石
川
清
（
前
掲
注
２１
）
一
七
八
頁
、Johan

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§29Rn.59,S.403.

（
２７
）
石
川
清
（
前
掲
注
６
）一
三
五
頁
、Johan

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§30Rn.5,S.407.

（
２８
）
石
川
清
（
前
掲
注
６
）一
三
七
頁
、Johan

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§13Rn.23,S.185.

（
２９
）
石
川
清
（
前
掲
注
６
）一
三
七
頁
。

（
３０
）
石
川
清
（
前
掲
注
６
）一
三
八
頁
、Johan

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§13Rn.32f.,S.187.

（
３１
）
石
川
清
（
前
掲
注
６
）一
三
八
頁
、Johan

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§13Rn.47,S.190.

（
３２
）M

atthias
M
eyer/

Robert
M
ödel,

D
ie
Einführung

des
elektronischen

Rechtsverkehrs
im
G
rundbuchverfahren,

D
N
otZ2009,

S.743.

（
３３
）BT-D

rucks.16/
12319,S.1.

（
３４
）M

atthias
M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.
（
前
掲
注
３２
）、S.744.

（
３５
）
証
書
作
成
法
（Beurkundungsgesetz

）

第
三
九
条
（
簡
易
な
証
明
書
）

署
名
、
署
名
代
わ
り
の
記
号
（Handzeichen

）
も
し
く
は
〔
会
社
の
〕
署
名
の
各
認
証
、
私
文
書
の
日
付
確
定
（Feststellung

des
Zeitpunktes

）、

公
の
登
記
簿
の
登
記
に
関
す
る
証
明
、
謄
本
（A

bschrift
）、
複
写
（A

bdruck

）、
写
真
複
写
（A

blichtung

）
お
よ
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
写
し

（A
bschrift

）
並
び
に
そ
の
他
の
簡
易
な
証
明
書
に
あ
っ
て
は
、
証
書
に
代
え
て
、
公
証
人
の
証
明
、
署
名
お
よ
び
打
印
（Prägesiegel

）
も
し
く

は
色
刷
り
印
（Farbdruckstempel

）（
封
印Siegel

）
を
含
み
、
こ
れ
に
交
付
（A

usstellung

）
の
日
時
、
場
所
を
掲
記
す
る
文
書
を
も
っ
て
す
れ

ば
足
り
る
。

第
三
九
ａ
条
（
簡
易
な
電
子
証
明
）

第
三
九
条
の
意
味
に
お
け
る
認
証
（Beglaubigung

）
及
び
そ
の
他
の
証
明
（Zeugniss

）
は
、
電
子
的
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に

関
し
て
作
成
さ
れ
た
文
書
は
、
署
名
法
に
基
づ
き
認
め
ら
れ
た
電
子
署
名
が
備
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
電
子
署
名
は
、
長
期
間
に

わ
た
り
審
査
可
能
な
証
明
書
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
管
の
官
署
に
よ
る
公
証
人
の
資
格
（N

otareigenschaft

）
の
証
明
は
、
こ
の
証
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明
を
伴
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
証
明
に
は
、
発
行
し
た
場
所
及
び
日
付
を
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
３６
）M

atthias
M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.

（
前
掲
注
３２
）、S.744.

（
３７
）Johann

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§137Rn.2,S.870.

（
３８
）M

atthias
M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.

（
前
掲
注
３２
）、S.745,Johann
D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§137Rn.3ff.,S.870f.

（
３９
）Johann

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§137Rn.8,S.871f.

（
４０
）Johann

D
emharter,a.a.O

.

（
前
掲
注
２
）、§137Rn.9,S.872.

（
４１
）M

atthias
M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.

（
前
掲
注
３２
）、S.748.

（
４２
）M

atthias
M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.

（
前
掲
注
３２
）、S.748.

（
４３
）Johann

D
emharter,a.a.O

。
（
前
掲
注
２
）、§135Rn.3,S.863.

（
４４
）M

atthias
M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.

（
前
掲
注
３２
）、S.749.

（
４５
）M

atthias
M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.

（
前
掲
注
３２
）、S.749.

（
４６
）
紙
媒
体
の
申
請
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
到
達
し
て
か
ら
、
個
々
の
登
記
官
に
提
出
さ
れ
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
の
に
対
し
、
電
子
申
請
の
場

合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
生
じ
な
い
か
ら
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。M

atthias
M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.

（
前
掲
注
３２
）、S.750.

（
４７
）M

atthias
M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.
（
前
掲
注
３２
）、S.750f.

（
４８
）
石
川
清
（
前
掲
注
６
）一
三
七
頁
。

（
４９
）M

atthias
M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.
（
前
掲
注
３２
）、S.751.

（
５０
）M

atthias
M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.

（
前
掲
注
３２
）、S.751f.

（
５１
）M

atthias
M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.

（
前
掲
注
３２
）、S.752.

（
５２
）M

atthias
M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.

（
前
掲
注
３２
）、S.752.

（
５３
）M

atthias
M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.

（
前
掲
注
３２
）、S.752f.

（
５４
）M
atthias

M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.

（
前
掲
注
３２
）、S.754.

（
５５
）M
atthias

M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.

（
前
掲
注
３２
）、S.754f.

（
５６
）M

atthias
M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.

（
前
掲
注
３２
）、S.755.

（
５７
）M

atthias
M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.

（
前
掲
注
３２
）、S.756f.

（
５８
）http://www.elrv.info/de/elektronischer-rechtsverkehr/rechtsgrundlagen/elektronisches_G

rundbuch.html

﹇
最
終
ア
ク
セ
ス
日
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二
〇
一
〇
年
七
月
一
七
日
﹈

（
５９
）
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
小
野
秀
誠
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
登
記
簿
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
」『
専
門
家
の
責
任
と
権
能
―
登
記
と
公
証
―
』（
信

山
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
所
収
二
六
八
頁
以
下
が
詳
し
い
。

（
６０
）M

atthias
M
eyer/

RobertM
odel,a.a.O

.

（
前
掲
注
３２
）、S.759.

（
６１
）http://www.elrv.info/de/software/xnotar/index.php

﹇
最
終
ア
ク
セ
ス
日
二
〇
一
〇
年
七
月
一
七
日
﹈X

N
otar

プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
デ
ー
タ
を
連
邦
全
体
で
統
一
さ
れ
た
Ｘ
Ｍ
Ｌ
構
造
デ
ー
タ
に
変
換
す
る
こ
と
に
よ
り
、
登
記
所
に
お
い
て
、
再
度
タ
イ
プ
す
る
こ
と
な
し
に
、

デ
ー
タ
の
処
理
を
可
能
に
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。

（
６２
）http://www.elrv.info/de/notarnetz/index.php

﹇
最
終
ア
ク
セ
ス
日
二
〇
一
〇
年
七
月
一
七
日
﹈N

otarN
et

有
限
会
社
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
接
続
を
安
全
に
行
う
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。

（
６３
）M

atthias
M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.

（
前
掲
注
３２
）、S.759.

（
６４
）M

atthias
M
eyer/

RobertM
ödel,a.a.O

.

（
前
掲
注
３２
）、S.759.

（
６５
）
千
葉
和
信
「
不
動
産
登
記
事
務
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
と
各
種
施
策
に
つ
い
て
」
登
記
研
究
七
四
五
号
五
三
頁
以
下
。

参
考
資
料

ド
イ
ツ
不
動
産
登
記
法
（
Ｇ
Ｂ
Ｏ
）
の
仮
訳
（
抜
粋
）

た
だ
し
、
改
正
前
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
「
資
料

ド
イ
ツ
不
動
産
登
記
法
」
民
事
月
報
五
三
巻
一
〇
号
六
〇
頁
以
下
を
引
用
し
た
（
但
し
、
「Land

」

に
つ
い
て
は
、
「
ラ
ン
ト
」
と
改
め
た
）。

第
一
三
条

（
申
請
へ
の
原
則
）

（
一
）
法
律
が
別
段
の
定
め
を
し
て
い
な
い
限
り
、
登
記
は
申
請
に
基
づ
い
て
の
み
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
。
申
請
権
者
は
、
事
故
の
権
利
が
登

記
に
よ
っ
て
不
利
益
を
受
け
、
ま
た
は
自
己
の
利
益
の
た
め
に
登
記
を
必
要
と
す
る
す
べ
て
の
者
と
す
る
。

（
二
）
申
請
が
登
記
所
に
お
い
て
受
理
さ
れ
た
正
確
な
日
時
が
、
申
請
書
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
。
申
請
書
が
受
領
権
限
の
あ
る
係
官
に
提

出
さ
れ
た
時
に
、
そ
の
申
請
書
は
登
記
所
に
お
い
て
受
理
さ
れ
る
。

（
以
下

略
）

第
一
七
条

（
複
数
の
申
請
の
取
扱
い
）

同
一
の
権
利
に
関
係
す
る
複
数
の
登
記
が
申
請
さ
れ
た
場
合
に
は
、
後
に
申
請
さ
れ
た
登
記
は
、
先
に
さ
れ
た
申
請
の
処
理
よ
り
も
前
に
し
て
は
な
ら
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な
い
。

第
一
九
条

（
承
諾
の
原
則
）

登
記
は
、
そ
の
登
記
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
が
不
利
益
を
受
け
る
者
が
登
記
を
承
諾
し
た
と
き
に
、
行
わ
れ
る
。

第
二
〇
条

（
合
意
の
原
則
）

土
地
の
所
有
権
譲
渡
合
意A

uflassung

の
場
合
お
よ
び
地
上
権
の
設
定
、
内
容
の
変
更
ま
た
は
譲
渡
の
場
合
に
お
い
て
は
、
登
記
は
、
権
利
者
と
相
手

方
と
の
必
要
な
合
意Einigung

の
意
思
表
示
が
さ
れ
た
と
き
に
限
り
、
行
わ
れ
る
。

第
二
二
条

（
登
記
簿
の
訂
正
）

（
一
）﹇
登
記
簿
の
﹈
誤
り
が
証
明
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
登
記
簿
の
訂
正
の
た
め
に
第
一
九
条
に
よ
る
承
諾
を
要
し
な
い
。
こ
れ
は
特
に
処
分
制

限
の
登
記
ま
た
は
抹
消
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
二
）
所
有
者
ま
た
は
地
上
権
者
の
登
記
に
よ
る
登
記
簿
の
訂
正
は
、
第
一
四
条
に
規
定
す
る
場
合
で
は
な
く
、
ま
た
は
誤
り
が
証
明
さ
れ
な
い
場
合

で
あ
っ
て
も
、
所
有
者
ま
た
は
地
上
権
者
の
同
意Zustimmung

を
得
た
と
き
に
限
り
、
行
わ
れ
る
。

第
二
七
条

（
土
地
担
保
権
の
抹
消
）

抵
当
権
、
土
地
債
務
ま
た
は
定
期
土
地
債
務
は
、
そ
の
土
地
の
所
有
者
の
同
意
が
あ
る
と
き
に
の
み
抹
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
﹇
登
記
簿
の
﹈
誤
り

が
証
明
さ
れ
た
場
合
に
は
、
登
記
簿
の
訂
正
の
た
め
に
す
る
抹
消
に
つ
い
て
は
、
こ
の
同
意
を
要
し
な
い
。

第
二
九
条

（
登
記
の
基
礎
の
証
明
）

（
一
）
登
記
は
、
登
記
承
諾
ま
た
は
そ
の
登
記
の
た
め
に
必
要
な
意
思
表
示
が
、
公
正
証
書
ま
た
は
公
に
認
証
さ
れ
た
証
書
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
と

き
に
限
り
、
行
わ
れ
る
。
登
記
の
そ
の
他
の
要
件
で
登
記
所
に
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
公
文
書
に
よ
る
証
明
を
必
要
と
す
る
。

（
二
）
削
除

（
三
）
そ
れ
に
基
づ
き
登
記
が
行
わ
れ
る
べ
き
官
公
庁
の
意
思
表
示
ま
た
は
嘱
託
書
に
は
、
署
名
の
ほ
か
に
、
封
印Siegel

ま
た
は
印
章Stempel

﹇
ス

タ
ン
プ
﹈
が
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
〇
条

（
申
請
お
よ
び
代
理
権
の
方
式
）

登
記
申
請
お
よ
び
そ
の
地
位
の
代
理
権
に
つ
い
て
は
、
申
請
が
同
時
に
登
記
に
必
要
な
意
思
表
示
に
も
代
わ
る
べ
き
場
合
に
限
り
、
第
二
九
条
の
規
定

を
適
用
す
る
。

第
四
一
条

（
抵
当
証
券
の
提
出
）

（
一
）
証
券
が
交
付
さ
れ
て
い
る
抵
当
権
に
つ
い
て
は
、
証
券
が
提
出
さ
れ
た
と
き
に
限
り
、
登
記
が
さ
れ
る
。
異
議
﹇
登
記
﹈
に
つ
い
て
は
、
﹇
そ
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の
異
議
﹈
登
記
が
仮
処
分
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
異
議
が
、
抵
当
権
も
し
く
は
被
担
保
債
務
が
存
在
せ
ず
、
も
し
く
は
抗
弁
に
係
り
、

ま
た
は
抵
当
権
が
謝
っ
て
登
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
場
合
に
は
、
証
券
の
提
出
を
要
し
な
い
。
民
法
第
一
一
七
九
条
に
よ
る
抹
消
仮

登
記
の
登
記
に
つ
い
て
は
、
証
券
の
提
出
を
要
し
な
い
。

（
二
）
民
法
第
一
一
六
二
条
、
第
一
一
七
〇
条
お
よ
び
第
一
一
七
一
条
の
場
合
に
お
い
て
、
除
権
判
決
に
基
づ
き
新
証
券
の
交
付
が
申
請
さ
れ
た
と
き

は
、
抵
当
証
券
の
提
出
と
同
じ
状
態
と
み
な
す
。
証
券
の
交
付
が
事
後
的
に
撤
回
さ
れ
る
べ
き
と
き
、
ま
た
は
抵
当
権
が
抹
消
さ
れ
る
べ
き
と
き

は
、
除
権
判
決
の
提
出
で
足
り
る
。

第
四
二
条

（
土
地
債
務
証
券
ま
た
は
定
期
土
地
債
務
証
券
の
提
出
）

第
四
一
条
の
規
定
は
、
土
地
債
務
ま
た
は
定
期
土
地
債
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
権
利
が
証
券
の
所
持
人
の
た
め
に
登
記
さ
れ
て
い
る
と
き

は
、
登
記
申
請
が
、
民
法
第
一
一
八
九
条
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
代
理
人
の
承
諾
ま
た
は
そ
の
代
理
人
に
対
し
て
さ
れ
た
裁
判
に
基
づ
い
て
さ
れ
る
べ
き
場

合
に
限
り
、
証
券
の
提
出
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
四
三
条

（
無
記
名
証
券
お
よ
び
指
図
証
券
の
提
出
）

（
一
）
無
記
名
の
債
券
、
手
形
ま
た
は
裏
書
に
よ
っ
て
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
他
の
証
券
上
の
債
権
の
た
め
の
抵
当
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
証

券
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
限
り
、
登
記
が
さ
れ
る
。
そ
の
登
記
は
、
証
券
に
注
記
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
二
）
登
記
が
、
民
法
第
一
一
八
九
条
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
代
理
人
の
承
諾
ま
た
は
そ
の
代
理
人
に
対
し
て
さ
れ
た
裁
判
に
基
づ
い
て
さ
れ
る
べ
き
場

合
に
は
、
こ
の
﹇
前
項
の
﹈
規
定
は
適
用
し
な
い
。

第
四
五
条

（
登
記
の
順
序
、
順
位
の
注
記
）

（
一
）
登
記
簿
の
一
つ
の
区
欄
用
紙
に
複
数
の
登
記
を
す
べ
き
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
登
記
は
、
申
請
の
順
序
に
応
じ
た
順
位
を
取
得
す
る
。
こ
れ
ら

の
申
請
が
同
時
に
さ
れ
た
場
合
に
は
、
登
記
簿
に
は
、
こ
れ
ら
の
登
記
は
同
じ
順
位
を
有
す
る
旨
を
注
記
す
る
も
の
と
す
る
。

（
以
下

略
）

第
一
二
六
条

（
自
動
式
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
の
管
理
）

（
一
）
ラ
ン
ト
政
府
は
、
法
規
命
令
に
よ
っ
て
、
登
記
簿
が
自
動
式
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
機
械
﹇
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
﹈
方
式
で
管
理
さ
れ
る
範
囲

に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
次
の
こ
と
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
の
喪
失
に
対
す
る
安
全
措
置
が
と
ら
れ
、
デ
ー
タ
集
積
の
必
要
な
複
製
が
少
な
く
と
も
毎
日
保
持
さ
れ
、
な
ら
び
に
デ
ー
タ

集
積
の
原
本
お
よ
び
そ
の
複
製
が
安
全
に
保
管
さ
れ
る
等
の
正
常
な
デ
ー
タ
処
理
の
原
則
が
遵
守
さ
れ
る
こ
と
。

二

行
な
う
べ
き
登
記
を
直
ち
に
デ
ー
タ
記
憶
装
置
に
記
録
し
、
永
続
的
に
内
容
が
変
わ
ら
な
い
ま
ま
、
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
方
式
で
表
現
で
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き
る
こ
と
。

三

こ
の
法
律
の
附
則
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
。

ラ
ン
ト
政
府
は
、
法
規
命
令
に
よ
っ
て
、
第
一
文
に
規
定
す
る
権
限
を
ラ
ン
ト
の
司
法
行
政
当
局
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
以
下

略
）

第
一
二
八
条

（
解
除
、
従
前
の
登
記
簿
の
除
去
）

（
一
）
機
械
管
理
の
登
記
簿
は
、
従
前
の
登
記
簿
に
代
わ
っ
て
、
登
記
簿
用
紙
と
な
り
、
こ
れ
と
同
時
に
従
前
の
登
記
簿
は
解
除
さ
れ
る
。
こ
の
解
除

は
、
そ
の
登
記
簿
用
紙
に
さ
れ
て
い
る
登
記
が
、
登
記
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
デ
ー
タ
記
憶
装
置
に
入
力
さ
れ
る
の
と
同
時
に
、
生
ず
る
も
の
と

す
る
。

（
二
）
従
前
の
登
記
簿
へ
の
閉
鎖
の
注
記
に
は
、
第
四
四
条
第
一
項
第
二
文
の
規
定
に
よ
り
署
名
の
権
限
を
有
す
る
者
の
う
ち
の
一
人
の
み
が
署
名
す

る
も
の
と
す
る
。

（
三
）
機
械
管
理
の
登
記
簿
の
設
置
が
、
従
前
の
登
記
簿
用
紙
の
全
内
容
が
機
械
管
理
の
登
記
簿
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
デ
ー
タ
記
憶
装
置
に
記
録
さ

れ
、
画
面
上
で
の
再
生
が
、
従
前
の
登
記
簿
用
紙
と
一
致
し
て
い
る
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
、
従
前
の
登
記
簿
は
、
解
除
さ
れ
る
。

第
一
三
五
条

（
電
子
法
取
引
及
び
電
子
基
本
附
属
書
類
（elektronische

G
rundakte

）、
法
令
委
任
）

（
一
）
申
請
、
そ
の
他
の
意
思
表
示
お
よ
び
他
の
登
記
要
件
に
関
す
る
証
明
は
、
以
下
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
文
書
と
し
て
登
記
所
に
送
信
さ
れ
る
。

ラ
ン
ト
政
府
に
は
、
法
規
命
令
に
よ
り
、
委
任
さ
れ
る
。

一

電
子
文
書
と
し
て
送
信
さ
れ
る
期
限
を
定
め
る
こ
と
。
こ
の
許
可
は
、
数
個
の
登
記
所
に
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

デ
ー
タ
の
伝
送
お
よ
び
デ
ー
タ
の
保
存
の
細
則
を
定
め
る
こ
と
並
び
に
登
記
所
に
よ
る
編
纂
の
適
性
を
保
証
す
る
た
め
に
、
送
信
す
る
電
子
文

書
の
デ
ー
タ
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
確
定
す
る
こ
と
。

三

も
っ
ぱ
ら
電
子
の
形
式
で
な
さ
れ
た
登
記
申
請
お
よ
び
そ
の
他
の
電
子
文
書
の
受
領
の
た
め
に
、
登
記
簿
手
続
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
直
接
、

ア
ド
レ
ス
で
き
る
登
記
所
の
装
置
（Einrichtung

）
を
定
め
る
こ
と
。

四

公
証
人
に
つ
い
て
、
以
下
の
こ
と
を
定
め
る
こ
と
。

（
ａ
）
公
証
人
は
、
文
書
を
電
子
的
に
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
つ

（
ｂ
）
電
子
文
書
と
と
も
に
一
定
の
内
容
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
申
立
て
（A

ngabe
）
を
、
機
械
で
読
み
取
れ
る
構
造
を
持
っ
た
方
式
で
送
信
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
義
務
は
、
数
個
の
登
記
所
に
お
け
る
申
請
、
数
種
類
の
登
記
事
件
あ
る
い
は
一
定
の
内
容
の
書
類
に
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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五

技
術
上
の
妨
害
の
発
生
の
場
合
に
措
置
を
命
令
す
る
こ
と
。

第
二
文
四
号
に
基
づ
く
義
務
に
対
す
る
違
反
に
つ
い
て
は
、
登
記
所
に
お
け
る
書
類
の
法
的
に
有
効
な
到
達
と
矛
盾
し
な
い
。

（
二
）
附
属
基
本
書
類
は
、
電
子
的
に
管
理
さ
れ
る
。
ラ
ン
ト
政
府
に
、
法
規
命
令
に
よ
っ
て
、
附
属
基
本
書
類
が
電
子
的
に
管
理
さ
れ
る
期
限
を
定

め
る
こ
と
を
、
委
任
す
る
。
こ
の
命
令
は
、
数
個
の
登
記
所
若
し
く
は
登
記
所
で
管
理
さ
れ
た
附
属
基
本
書
類
の
在
庫
の
一
部
に
制
限
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
三
）
ラ
ン
ト
政
府
は
、
第
一
項
第
二
文
お
よ
び
第
二
項
第
二
文
に
し
た
が
っ
て
、
法
規
命
令
に
よ
り
、
ラ
ン
ト
司
法
行
政
当
局
に
こ
の
権
限
を
委
任

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
四
）
電
子
法
取
引
お
よ
び
電
子
附
属
基
本
書
類
に
関
し
て
は
、
第
一
二
六
条
第
一
項
第
二
文
お
よ
び
第
三
項
が
適
用
さ
れ
る
。
抗
告
手
続
に
お
け
る

電
子
法
取
引
及
び
電
子
書
類
に
関
す
る
第
四
章
の
規
定
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。

第
一
三
六
条

（
登
記
所
に
お
け
る
電
子
文
書
の
受
理
）

（
一
）
デ
ー
タ
の
隔
地
送
信
の
手
段
で
電
子
文
書
と
し
て
送
信
さ
れ
た
登
記
申
請
は
、
受
信
（Empfang

）
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
装
置
が
そ
の
登
記

申
請
を
記
録
し
た
と
同
時
に
、
受
理
さ
れ
る
。
正
確
な
受
理
の
時
点
は
、
電
子
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
に
よ
っ
て
、
申
請
の
際
に
注
記
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
第
一
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。
第
一
三
五
条
第
一
項
第
二
文
第
三
号
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
装
置
へ
の
直
接
の

送
信
に
つ
い
て
は
、
発
信
者
に
受
理
の
時
点
を
申
立
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
証
明
は
、
電
子
署
名
に
よ
っ
て

署
名
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
出
自
及
び
純
粋
さ
の
審
査
を
可
能
に
す
る
電
子
署
名
を
と
も
な
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
）
デ
ー
タ
記
憶
媒
体
上
に
電
子
文
書
と
し
て
提
出
さ
れ
た
登
記
の
申
請
の
受
理
に
関
し
て
は
、
第
一
三
条
第
二
項
第
二
文
及
び
第
三
項
が
適
用
さ

れ
る
。
申
請
の
受
理
の
正
確
な
時
点
は
、
申
請
の
際
に
注
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
三
）
電
子
文
書
は
、
登
記
所
で
の
処
理
に
適
し
て
い
る
場
合
に
の
み
、
有
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
電
子
文
書
が
、
登
記
所
で
の
処
理
に
不
適
切

な
場
合
に
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
デ
ー
タ
記
憶
媒
体
の
送
信
者
も
し
く
は
申
請
人
に
対
し
て
、
第
二
項
第
一
文
に
基
づ
き
、
受
理
の
無
効
お
よ
び

現
行
の
技
術
上
の
限
定
条
件
を
指
示
し
て
、
遅
滞
な
く
知
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
三
七
条

（
電
子
文
書
の
方
式
）

（
一
）
登
記
に
必
要
な
意
思
表
示
（Erklärung

）
も
し
く
は
そ
の
他
の
登
記
の
要
件
が
、
公
正
証
書
も
し
く
は
公
証
証
書
に
よ
っ
て
、
証
明
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
証
書
作
成
法
第
三
九
ａ
条
に
基
づ
い
て
簡
易
な
電
子
証
明
を
伴
っ
た
電
子
文
書
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
意
思
表
示
も
し
く

は
そ
の
他
の
登
記
要
件
を
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
証
明
は
、
以
下
の
場
合
に
、
公
的
な
電
子
書
類
の
送
信
（
民
事
訴
訟
法
第
三
七
一
ａ

条
第
二
項
第
一
文
）
に
よ
っ
て
も
ま
た
、
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。



119 ドイツ不動産登記法の改正について―オンライン申請の導入を中心に―

一

署
名
法
に
基
づ
き
認
め
ら
れ
た
電
子
書
名
を
と
も
な
っ
た
文
書
で
あ
り
か
つ
、

二

署
名
に
基
づ
き
適
法
と
認
め
ら
れ
た
証
明
書
も
し
く
は
付
属
の
適
法
と
認
め
ら
れ
た
付
加
証
明
書
（A

ttributzertifikat

）
が
、
官
公
署
も
し

く
は
そ
の
資
格
に
つ
い
て
公
証
力
を
具
え
た
者
と
し
て
認
識
さ
せ
る
場
合
。

原
本
も
し
く
は
証
書
の
正
本
が
登
記
所
に
存
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
本
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
。

（
二
）
官
公
署
の
意
思
表
示
も
し
く
は
請
求
に
基
づ
い
て
登
記
が
行
わ
れ
、
そ
の
意
思
表
示
も
し
く
は
請
求
が
電
子
文
書
と
し
て
送
信
さ
れ
る
場
合
に

は
、
以
下
の
よ
う
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

文
書
が
発
行
さ
れ
た
者
の
名
称
を
含
み
、
そ
れ
に
よ
り
官
公
署
に
認
識
さ
せ
、

二

文
書
が
発
行
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
認
め
ら
れ
た
電
子
署
名
を
署
名
法
に
基
づ
い
て
備
え
て
お
り
、
か
つ

三

署
名
に
基
き
適
法
と
認
め
ら
れ
た
証
明
書
も
し
く
は
附
属
の
適
法
と
認
め
ら
れ
た
附
属
証
明
書
に
よ
り
官
公
署
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
。

（
三
）
電
子
文
書
が
、
発
行
さ
れ
た
者
の
名
称
を
含
み
、
署
名
法
に
基
づ
き
認
め
ら
れ
た
電
子
署
名
を
伴
っ
て
い
る
場
合
、
法
規
に
よ
り
文
書
の
方
式

が
規
定
さ
れ
た
意
思
表
示
は
、
電
子
文
書
と
し
て
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
四
）
第
一
項
な
い
し
第
三
項
の
方
式
規
定
に
基
づ
か
な
い
登
記
申
請
な
ら
び
に
そ
の
他
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
も
、
電
子
文
書
が
、
発
行
さ
れ
た
者

の
名
称
を
含
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
電
子
文
書
と
し
て
、
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
〇
条
お
よ
び
三
一
条
は
、
第
二
九
条
の
方
式
で
証
明

さ
れ
る
意
思
表
示
が
電
子
文
書
と
し
て
第
一
項
及
び
第
二
項
に
基
づ
き
送
信
で
き
る
と
い
う
条
件
に
お
い
て
、
適
用
さ
れ
る
。

第
一
三
九
条

（
基
本
附
属
書
類
の
印
刷
、
閲
覧
お
よ
び
デ
ー
タ
の
呼
び
出
し
）

（
一
）
出
力
に
よ
る
印
刷
物
は
、
基
本
付
属
書
類
の
謄
本
に
代
わ
り
、
お
よ
び
公
式
（amtlich

）
の
出
力
に
よ
る
印
刷
物
は
認
証
さ
れ
た
謄
本
に
代
わ

る
。
出
力
に
よ
る
印
刷
物
に
は
、
署
名
は
さ
れ
な
い
。
公
式
の
出
力
に
よ
る
印
刷
物
に
は
、
そ
の
旨
が
表
示
さ
れ
、
か
つ
、
職
務
上
の
封
印
ま
た

は
印
章
が
付
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
公
式
の
出
力
に
よ
る
印
刷
物
は
、
認
証
さ
れ
た
謄
本
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
。

（
二
）
電
子
基
本
付
属
書
類
の
閲
覧
は
、
当
該
基
本
付
属
書
類
を
管
理
す
る
登
記
所
以
外
の
登
記
所
に
お
い
て
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
閲
覧
を
求

め
ら
れ
た
登
記
所
が
、
閲
覧
の
許
容
に
つ
い
て
決
定
す
る
。

（
三
）
電
子
基
本
付
属
書
類
の
デ
ー
タ
の
呼
び
出
し
に
つ
い
て
、
自
動
化
さ
れ
た
手
続
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
手
続
が
第
一
二
条
第
一
項

第
二
文
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
証
書
を
制
限
し
な
い
と
い
う
条
件
つ
き
の
も
と
に
、
第
一
三
三
条
が
準
用
さ
れ
る
。

第
一
四
〇
条

（
判
決
、
処
分
お
よ
び
通
知
）

（
一
）
基
本
附
属
書
類
が
電
子
的
に
管
理
さ
れ
る
場
合
、
判
決
お
よ
び
処
分
は
、
電
子
形
式
で
公
布
さ
れ
る
。
判
決
及
び
処
分
は
、
発
行
者
の
名
前
を

付
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
決
定
（Beschluss

）
及
び
中
間
処
分
は
こ
れ
に
加
え
署
名
法
に
基
き
権
限
の
あ
る
電
子
署
名
を
と
も
な
っ
て
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な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ラ
ン
ト
政
府
に
、
法
規
命
令
に
よ
っ
て
、
判
決
及
び
処
分
に
関
し
て
電
子
形
式
で
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時

期
を
定
め
る
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
当
該
命
令
に
、
各
登
記
所
は
制
限
さ
れ
る
。
ラ
ン
ト
政
府
は
、
法
規
命
令
に
よ
っ
て
ラ
ン
ト
司
法
行
政

当
局
に
権
限
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
以
下

略
）


